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申請期限にご注意ください！有害鳥獣対策に関する補助制度

[９]　広報くどやま　お知らせ版　令和 8年 5月号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月現在

 指定工事店名 営業所所在地 電話番号

 栗林水道工業所 九度山町大字九度山 563-3 番地 （0736）54-3753

 今井組 九度山町大字慈尊院 810 番地 （0736）54-2932

 株式会社　岡水道設備 橋本市高野口町小田 678 番地 （0736）42-2589

 新谷住設　株式会社 橋本市市脇 2丁目 2番 5号 （0736）33-0343

 松山工業所 九度山町大字九度山 1309 番地 （0736）54-2613

 株式会社　まえだ住宅設備 橋本市神野々1145 番地の 1 （0736）33-0683

 梅下農機具水道商会 九度山町大字入郷 10 番地の 1 （0736）54-2004

 和歌山県農業協同組合 橋本市高野口町大字名古曽 922 番地の 2 （0736）33-2300

 株式会社　紀北環境衛生センター かつらぎ町大字丁ﾉ町 2237 番 7 （0736）22-4468

 大西電設　株式会社 紀の川市粉河 410 番地 7 （0736）73-3235

 中谷電気工事　株式会社 かつらぎ町大字妙寺 126 番地の 36 （0736）22-7777

 株式会社　上野設備 橋本市恋野 2662 番地の 3 （0736）34-2180

 オーヤシマ株式会社 岩出市畑毛 306-2 （0736）69-3102

 中筋建設　株式会社 和歌山市鳴神 1035 （073）473-8225

 株式会社　木村組 かつらぎ町大字新田 52番地 （0736）22-2209

 リフォームテック 橋本市恋野 105-4 （0736）34-1043

 小上設備 岩出市吉田 382 番地 23 （0736）61-5592

 花房住設 橋本市高野口町応其 448-7 （0736）43-0305

 株式会社　城野組 橋本市慶賀野 285 番地の 1 （0736）37-0803

 根木設備 橋本市橋本 369 番地の 1 （090）5043-4890

 紀北大西電設　株式会社 かつらぎ町西飯降 1-7 （0736）22-2491

 株式会社　笠本設備 橋本市紀見 283 番地の 6 （0736）25-6077

 株式会社　シンコウ設備 和歌山市中之島 1777-2 （073）432-7535

 有限会社　石本宅研工業　紀北営業所 橋本市隅田町垂井 512-3 （090）3273-5807

 昌工業 かつらぎ町丁ﾉ町 679-1 （0736）20-2098

 株式会社　スミエイ 橋本市高野口町名古曽 925-1 （0736）44-2192

九度山町における令和８年度の下水道指定工事店は以下のとおりです。 
公共下水道の工事はこちらの事業者からご依頼いただきますようお願いします。 
また浄化槽の設置・点検等については、住民課に問い合わせいただきますようお願いします。

上下水道課からのお知らせ 

　問い合わせ（(54 2019）❘

九度山町指定下水道排水設備工事店の一覧について

　広報くどやまお知らせ版４月号に掲載しておりました「防護柵等設置支援事業」の補助金申請の締め切り

は下記のとおりです。 
※予算に限りがありますのでご注意ください。 
■問い合わせ　産業振興課

 事業名 対象者 内容 補助金 締切日

 
防護柵等設置支

援事業 

（県・町補助金）

１戸の農業者
防護柵等の鳥獣害防止施

設の設置に係る資材費 

（上限単価 1,200 円/m）

補助率 1/3 以内 

上限３万円（町補助）

令和９年１月 29

日（金）

 
２戸以上の農業者を

もって組織する団体

補助率 2/3 以内 

（県・町補助）

令和８年５月 15

日（金）



「被害者支援無料相談」開催のお知らせ

「国税庁税務相談チャットボット」について

広報くどやま　お知らせ版　令和8年 5月号　[10]

住宅リフォーム補助事業のお知らせ

■対象住宅（すべての要件を満たす住宅） 

１．都市計画区域内（大字九度山、入郷、慈尊院）

の建築基準法上の道に接道していない個人所有

の住宅及び併用住宅 

２．居住に供される部分の延べ床面積の1/2以上のリ

フォーム工事を行う住宅 

３．建築確認申請を伴わないリフォーム工事を行う

住宅 

※住宅とは、玄関、居住室、台所、浴室、便所を有

し、人が居住している住宅 

※併用住宅とは、住宅部分と非住宅部分が一体とな

り、延べ床面積の1/2以上が居住部分である住宅

■補助対象者 

１．リフォーム工事後５年以上継続して対象住宅に

町民として定住するもの。 

２．町税の滞納及び使用料、手数料等の町への債務

不履行がないもの。 

３．世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

６号に規定する暴力団員でないこと。

■補助金額 

リフォーム工事に要した費用の５％とする。 

（補助金額の上限 100 万円） 

ただし、リフォーム工事費が 200 万円以上であること。

※耐震改修補助金を申請する場合は、耐震改修工

事に要した費用を除く。 

※補助金額に、千円未満の端数が生じたときは、

切り捨てとする。

■その他 

１．補助金の交付決定前に契約行為などを行うと、

住宅リフォーム補助が受けられなくなります。 

２．補助金の交付は、同一の住宅について 1回限り

とします。 

３．施工業者は、町内に事業所を有し、１年以上継

続して建設業等を営む個人事業主又は法人でリ

フォーム工事を施工するものであること。 

４．リフォーム工事が令和９年２月末までに完了す

る必要があります。

●住宅に接道している道が狭く、建て替えることのできない住宅に補助を行います。

■受 付 期 間　５月 11日(月)～11 月 30 日(月)　土・日曜、祝日を除く。 

※申請については、事前の協議が必要となりますので、建設課までお問い合わせください。 

■問い合わせ　建設課　☎54-2019

犯罪や交通事故などの被害者やその家族の方などを対象にした「被害者支援無料相談」開催のお知らせで

す。 

　これは、犯罪や交通事故などの被害に遭われた方やその家族の方などからの電話及び面接による相談を受

け付けるもので弁護士、臨床心理士、紀の国被害者支援センターの相談員が相談に応じます。 

　相談は無料で、秘密は厳守されます。安心してご相談ください。 

■日時　５月 16日（土）午前 10時～午後４時 

■場所　橋本市教育文化会館 

※最終受付時間は、午後３時 30分までです。 

面接相談は、できるだけ事前に予約してください。 

予約申し込み時に当日の相談電話番号をお知らせします。 

■問い合わせ　公益社団法人　紀の国被害者支援センター（☎073-427-1000）

○チャットボットとは？ 

チャットボットとは、「チャット（会話）」と「ロボット」を組み合わせた 

言葉で、ＡＩが自動で 24時間いつでも回答を表示するウェブサービスです。 

チャットボットを利用することにより、税に関する疑問について、電話で 

の相談に比べて気軽に質問したり、国税庁ホームページに掲載している税の 

情報に短時間でアクセスすることができます。 

スマートフォンやパソコンから国税庁ホームページのチャットボット（税務職員ふたば）にアクセスして

いただくと、ウェブ上で、24時間いつでも相談することができます。 

（チャットボット（ふたば）に質問する）
国税庁 HP 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


